
※1 粒子捕集効率99.9％以上(フタル酸ジオクチル粒子）
※2 アルファリング15型用-02併用時のKGC-15型 1個当たりの通気抵抗は、防毒マスクの規格におけるフィルタなし吸収缶と同等なほど低く、さらに、吸収缶2個使用のマスクなのでより吸気抵抗を抑えることができます。
※3 KGC-15型に併用するための専用フィルタです。フィルタのみでの使用はできません。

石綿対策
既存建築物の内装および外装仕上げに、重量の0.1%を超えて石綿を含有する

建築用仕上塗材が施工されている場合があります。
処理工法や石綿粉じんの飛散の状況に合わせて適切な呼吸用保護具の選定をしましょう。

半面形
防じん防毒併用呼吸用保護具
ｻｶヰ式
7191DKG-02型
国家検定合格　第 TN179号
（吸収缶・フィルタ別売）

全面形 防じん防毒併用呼吸用保護具
ｻｶヰ式1521HG型
国家検定合格　第 TN399号
（吸収缶・フィルタ別売）

伝声器付
会話や指示などの
コミュニケーションが
スムーズにできます。

吸収缶
KGC-15型有機ガス用 アルファリング15型用 -02

専用フィルタ※3
フィルタと吸収缶が分離できます

粉じん量とガス濃度に応じ、それぞれの頻度で交換できるので経済的です。

L3

有機系
剥離剤
を使用した

石綿含有仕上塗材の
除去作業に

石綿含有仕上塗材の
除去作業用保護具

防じん防毒併用呼吸用保護具

経済的

L3※1フィルタでも
呼吸が楽！

低吸気抵抗タイプ※2

耐久性の高いシリコーン面体　
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処理工法からの呼吸用保護具の選定表

超高圧水洗工法（100MPa 以上）
集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa 以上）
剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa 以上）
高圧水洗工法（30～ 50MPa 程度）
剥離剤併用高圧水洗工法（30～ 50MPa 程度）
超音波ケレン工法
超音波ケレン工法（HEPAフィルター付掃除機併用）
剥離剤併用手工具ケレン工法
剥離剤併用超音波ケレン工法
ディスクグラインダーケレン工法
集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

処理工法※1（既存仕上塗材層をすべて除去する場合の例） 工法区分※1

Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ

石綿除去作業用呼吸用保護具の区分と推奨製品

面体形及びフード形
電動ファン付き呼吸用保護具等※

　(大風量形、S級、PL3又はPS3)

全面形取替え式
防じんマスク
(RL3又はRS3)

半面形取替え式
防じんマスク
(RL3又はRL3)

取替え式
防じんマスク
(RL2又はRS2)

防じん防毒併用呼吸用保護具
有
機
系
剥
離
剤
使
用
工
法
で
の
推
奨
製
品

石
綿
除
去
作
業
用
製
品

※プレッシャデマンド形 (複合式 )エアラインマスク、送気マスク（一定流量形エアラインマスク、送風機形ホースマスク等）、自給式呼吸器 (空気呼吸器、圧縮酸素形循環式呼吸器 )

※1 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針（国立研究開発法人建築研究所 日本建築仕上材工業会）」より引用
※2 「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.10版]（厚生労働省）」より引用
※3 2を参考に当社が推奨する石綿除去作業用呼吸用保護具の区分

ｻｶヰ式 BL-711H-03

国家検定合格第TP81号
アルファリングフィルタ　
BRD-82型使用

電池・充電器付
ｻｶヰ式 1521H型
国家検定合格第TM534号
アルファリングフィルタ　RD-6型使用

ｻｶヰ式 1180-05型
国家検定合格第TM538号
アルファリングフィルタ　
LAS-51型使用

ｻｶヰ式 7191DK-03型
国家検定合格第TM645号
アルファリングフィルタ　RD-6型使用

ｻｶヰ式 BL-711HG

国家検定合格第TP65号
除毒機能付きフィルタ　
RDG-82型使用

電池・充電器付
ｻｶヰ式 BL-351HGX

国家検定合格第TP64号
除毒機能付きフィルタ　
RDG-82型使用

写真は
フード併用時
です。（別売）

電池・充電器付
ｻｶヰ式 1521HG型
国家検定合格第TN399号
吸収缶　KGC-15型有機ガス用（別売）・
アルファリング15型用-02（別売）併用

ｻｶヰ式 7191DKG-02型
国家検定合格第TN179号　
吸収缶　KGC-15型有機ガス用（別売）・
アルファリング15型用-02（別売）併用

付
け
替
え

付
け
替
え

防じんフィルタ⇔吸収缶
（又は除毒機能付きフィ
ルタ）の付け替え可能な
両用タイプです。

付け替え

付
け
替
え

付
け
替
え

呼吸用保護具※3

工法区分※2

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

「吹付けられた石綿」として隔離
措置を講じて除去する工事

石綿則第 6 条のただし書きによ
り、粉じん飛散防止に関し隔離措
置と同等の措置と判断できる工法
による除去工事

改修工事での工事で、石綿を含
有しない上塗りを洗浄などの工
事。石綿を含有する主材を破砕
等しないため、石綿関連作業に
は該当しない工事

区分1 区分2 区分3 区分4

◯ × × ×

◯ ◯ ◯ ×

◯ ◯ ◯ ◯

ｻｶヰ式 BL-351HX

国家検定合格第TP66号
アルファリングフィルタ　
BRD-82型使用

電池・充電器付

区分1 区分2 区分3 区分4

防じん防毒併用呼吸用保護具




